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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第63期

当第２四半期
連結累計期間

第63期
当第２四半期
連結会計期間

第62期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日

自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

営業収入 (百万円) 327,042 166,076 774,477

税引前四半期(当期)利益(△損失)(百万円) △36,877 △31,201 3,434

四半期(当期)純損失 (百万円) △52,978 △45,234 △17,992

純資産額 (百万円) － 194,850 247,395

総資産額 (百万円) － 571,547 576,116

１株当たり純資産額 (円) － 950.42 1,206.71

基本的１株当たり
四半期(当期)純損失金額

(円) △258.41 △220.64 △98.23

希薄化後１株当たり
四半期(当期)純損失金額

(円) △258.41 △220.64 △98.23

自己資本比率 (％) － 34.1 42.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △25,642 － 22,032

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △15,264 － △72,373

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 30,869 － 35,932

現金および現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) － 72,431 81,180

従業員数 (人) 　－ 40,762 42,775

(注) 1.　当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していま

せん。

2.　営業収入には、消費税等は含まれていません。

3.　金額の表示は、表示単位未満の端数を四捨五入して記載しています。また、第一部　第１、第２、第３および第５

の四半期連結財務諸表およびその他の事項の金額の表示についても、表示単位未満の端数を四捨五入して記

載しています。

4.　希薄化後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、米国財務会計基準審議会基準書第128号「１株当た

り利益」に基づく希薄化後１株当たり利益(潜在株式による影響を調整後の１株当たり四半期(当期)純利益)

を記載しています。

5.　１株当たり純資産額、基本的１株当たり四半期(当期)純利益金額および希薄化後１株当たり四半期(当期)純利

益金額の各数値は、発行済株式総数から自己株式を控除して計算しています。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間において、当社グループ(当社および当社の関係会社)において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

(平成20年９月30日現在)

従業員数(人) 40,762

　

(2) 提出会社の状況

(平成20年９月30日現在)

従業員数(人) 5,207

 

 (注) 1. 従業員数は就業人員です。

      2. 従業員数には、平成20年９月30日付で退職プログラムにより退職した

         514名（うち提出会社 248名）が含まれています。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注および販売の状況】

　

(1) 生産実績

当第２四半期連結会計期間における事業の種類別セグメントごとの生産実績は、次のとおりです。

　

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円)

カーエレクトロニクス事業 84,426

ホームエレクトロニクス事業 69,360

その他事業 15,963

合計 169,749

(注)　金額は消費税等抜きの販売価額です。

　

(2) 受注状況

当社グループは、原則として需要予測による製品の見込生産を行っています。

　

(3) 販売実績

当第２四半期連結会計期間における事業の種類別セグメントごとの販売実績は、次のとおりです。

　

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円)

カーエレクトロニクス事業 85,546

ホームエレクトロニクス事業 62,589

その他事業 17,856

合計 165,991

(注) 金額は消費税等抜きの販売価額です。
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２ 【経営上の重要な契約等】

　

（１）当社は、当第２四半期連結会計期間において次の契約を締結しました。

契約会社名 相手方の名称 国名 契約内容 契約期間

パイオニア株式会社
（当社）

株式会社日立製作所
株式会社日立プラズマパ
テントライセンシング

日本
プラズマディスプレイに関す
る特許権の実施許諾

平成20年８月１日から
平成25年７月31日まで

　

（２）次の契約は、平成20年７月31日をもって契約期間満了となりました。

契約会社名 相手方の名称 国名 契約内容 契約期間

パイオニア株式会社
（当社）

富士通株式会社 日本
プラズマディスプレイパネル
に関する製造技術の特許権実
施の許諾

平成15年８月１日から
平成20年７月31日まで
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３ 【財政状態および経営成績の分析】

 文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社および連結子会社）

が判断したものです。

 

(1) 業績の状況

当第２四半期連結会計期間の営業収入は166,076百万円となり、45,234百万円の四半期純損失を計上し

ました。

　

カーエレクトロニクス事業の営業収入は、85,546百万円となりました。前年同四半期に比べ、カーナビ

ゲーションシステムの売上は増加しましたが、カーオーディオの売上が減少しました。カーナビゲーショ

ンシステムについては、市販市場向けの売上は、欧州で増加したことから増収となりました。また、ＯＥＭ

の売上も、北米で減少しましたが、中国や国内で増加したことから増収となりました。カーオーディオに

ついては、市販市場向けの売上は、市場の縮小および景気の後退に伴って北米や欧州で減少したことか

ら、減収となりました。また、ＯＥＭの売上も、中国で増加しましたが、北米や国内で減少したことから、減

収となりました。なお、当第２四半期連結会計期間のカーエレクトロニクス全体に占めるＯＥＭの売上構

成比は、約40％となりました。国内外別内訳では、国内は28,428百万円、海外は57,118百万円となりまし

た。

　

ホームエレクトロニクス事業の営業収入は、62,589百万円となりました。前年同四半期に比べ、プラズ

マディスプレイの販売台数が海外で減少したことに加え、ＤＶＤドライブの売上も減少しました。なお、

ホームエレクトロニクス全体に占めるディスプレイの売上構成比は、約40％となりました。国内外別の内

訳は、国内は6,747百万円、海外は55,842百万円となりました。

　

その他事業の営業収入は、前年同四半期に比べ、有機ＥＬの売上が減少したことにより、17,941百万円

となりました。国内外別の内訳は、国内は10,668百万円、海外は7,273百万円となりました。

　

損益については、営業収入の減少と原価率の悪化に加え、退職プログラムの実施などによる事業構造改

革費用15,616百万円や有価証券評価損の計上、および繰延税金資産の評価に伴う税金費用の増加により、

45,234百万円の四半期純損失となりました。

　

また、所在地別セグメントの業績は次のとおりです。

国内事業については、ＯＥＭカーナビゲーションシステムの売上が増加しましたが、ＤＶＤドライブや

ＯＥＭカーオーディオの売上減少により営業収入は134,094百万円となりました。海外事業においては、

北米では主にプラズマディスプレイ、市販市場向けカーオーディオ、ＯＥＭカーナビゲーションシステム

の売上が減少したことにより、営業収入は35,944百万円となりました。欧州では、当第２四半期連結会計

期間から導入した液晶テレビによる売上の増加がありましたが、プラズマディスプレイや市販市場向け

カーオーディオの売上が減少したことにより、営業収入は35,076百万円となりました。その他の地域で

は、ＯＥＭカーエレクトロニクスの売上は増加しましたが、ＤＶＤドライブの売上が減少したことによ

り、93,848百万円となりました。なお、所在地別セグメントの営業収入は、当社グループ内取引において生

じた営業収入(総額132,886百万円)を含んでいます。
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(2) 財政状態およびキャッシュ・フローの状況

　

（財政状態）

　当第２四半期連結会計期間末の総資産については、前連結会計年度末に比べ4,569百万円減少し、

571,547百万円となりました。これは、棚卸資産が増加したものの、現金及び現金同等物、投資及び長期債

権、長期繰延税金資産等が減少したことによるものです。棚卸資産は、新製品の導入にあたって、プラズマ

ディスプレイおよび市販市場向けカーナビゲーションシステムの在庫を積み増したことなどにより、

21,696百万円増加し、125,864百万円となりました。一方、投資及び長期債権は、保有株式の株価下落によ

り、8,397百万円減少し、28,000百万円となりました。また、長期繰延税金資産は、評価性引当金の増加によ

り、8,997百万円減少し、30,918百万円となりました。

　負債については、前連結会計年度末に比べ47,891百万円増加し、375,250百万円となりました。これは、主

に短期借入金および未払費用が増加したことによるものです。短期借入金は41,750百万円増加し、56,562

百万円となりました。また、未払費用は、退職プログラムの実施に伴う特別退職金の引当等により、9,999

百万円増加し、90,631百万円となりました。

　資本については、前連結会計年度末に比べ52,545百万円減少し、194,850百万円となりました。これは、主

に利益剰余金が53,053百万円減少したことによるものです。

　

（キャッシュ・フローの状況）

　当第２四半期連結会計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動では、2,818百万円のキャッシュ

を得ました。キャッシュの減少要因として、四半期純損失45,234百万円等がありましたが、これを上回る

増加要因として、未払人件費及びその他の未払費用等の増加20,893百万円、受取手形及び売掛金の減少

15,833百万円、および現金支出を伴わない繰延税金費用11,751百万円等があったことによるものです。投

資活動では、カーエレクトロニクス事業における設備投資などに、6,967百万円のキャッシュを使用しま

した。財務活動では、短期借入金の増加などにより、245百万円のキャッシュを得ました。

　以上の結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、72,431百万円となりました。

　

　

(3) 事業上および財政上の対処すべき課題

　現在の経済情勢は、米国のサブプライムローン問題を発端として、全世界での株価下落や不安定な為替

相場などの金融危機が起きると同時に、原油価格の乱高下や原材料費などの高騰が、企業活動のコスト上

昇や個人消費の冷え込みをもたらすなど、先行きが不透明な状態となっています。 

　また、当社を取り巻く経営環境も、これらの厳しい経済情勢に加え、主要製品での競争が依然として激し

く、大変厳しい状況となっています。 

　当社は、平成23年３月期の連結営業収入を9,000億円、連結営業利益を370億円とすることを中期経営目

標として掲げ、その過程として、平成22年３月期におけるホームエレクトロニクス事業の黒字化を果たす

ために、ディスプレイ事業の構造改革やホームエレクトロニクス事業の損益改善策を進めてきました。し

かし、競争の激化や、全世界における株価の急落などの経営環境の急速な悪化により、中期経営目標の達

成は非常に厳しい状況となっているため、現在、その見直しを行っています。新たな中期経営目標につい

ては、年末商戦などの市況や今後の景気動向を精査した上で、具体的な施策とともに、来年２月までに改

めて発表する予定です。 

　本年５月13日に発表したディスプレイ事業の構造改革およびホームエレクトロニクス事業の損益改善

については、プラズマディスプレイパネルの自社生産は、予定どおり、順次終了します。パイオニア・ディ
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スプレイ・プロダクツ株式会社（ＤＰＣ）山梨工場はすでに生産を終了し、本年９月末に閉鎖しました。

パイオニアプラズマディスプレイ株式会社（ＰＰＤ）鹿児島工場は本年11月、ＤＰＣ静岡工場は来年２

月にプラズマディスプレイパネルの生産を終了する予定です。 

　パネル生産終了後の各拠点については、引き続き、活用策を検討しています。ＤＰＣ山梨工場の土地や建

物については、売却先の選定を含め、交渉を行っています。また、ＰＰＤ鹿児島工場については、売却や譲

渡を含めた拠点の活用策を検討しています。ＤＰＣ静岡工場については、規模を縮小して、プラズマディ

スプレイの組立を含むホームエレクトロニクス製品の生産やアフターサービスの拠点とする計画です。 

　また、国内の管理部門および販売部門を対象に実施した特別退職優遇措置による退職者募集において

309名、特別退職プログラムを適用したＤＰＣ山梨工場で205名の従業員が、９月末をもって退職しまし

た。 

　さらに、海外においては、欧州におけるホームエレクトロニクス事業の販売体制の見直しとともに、追加

の施策として、米国や英国のプラズマディスプレイ生産拠点の閉鎖を行うため、それぞれの地域で労働組

合と協議を行っています。 

　以上の施策による費用削減効果は、平成21年３月期の下半期から発生し、追加の施策も加えて、260億円

を見込んでいます。 

　当社は、業績の回復と安定的な収益の確保を図るため、以上の施策を確実に実行するとともに、カーエレ

クトロニクス事業の着実な成長とホームエレクトロニクス事業の黒字化に向けた取り組みの強化、そし

て、これまでの技術の蓄積を活かしたＦＡ事業や部品事業にも力を注いでいきます。 

　カーエレクトロニクス事業においては、市販市場向けカーナビゲーションシステムにおける収益性向上

のために、通信機能に対応したポータブルナビゲーションによる売上拡大や、開発効率の向上によるコス

ト低減に取り組んでいきます。また、事業領域の拡大を図るために、新しい価値提案による新製品の開発

を進めます。 

　ＯＥＭカーナビゲーションシステムにおいても、ライン純正の獲得や国内のディーラーオプションにお

ける取引拡大に注力します。 

　カーオーディオにおいては、規模が縮小している国内や欧米の市販市場におけるシェアの維持や新興国

における市場拡大への対応とともに、カーＡＶ製品への移行を図ることで、市販市場とＯＥＭ双方での事

業拡大と利益性の向上を目指します。 

　ホームエレクトロニクス事業においては、損益改善とディスプレイ事業の構造改革を進めていきます。 

　ディスプレイ事業においては、来年夏より、パナソニック株式会社から当社独自の技術が採用されたプ

ラズマディスプレイパネルの供給を受けて、プラズマディスプレイを生産する予定です。また、シャープ

株式会社から供給を受ける液晶テレビについては、独自技術の導入に向けて、開発を進めていきます。 

　光ディスク事業においては、普及が本格化しているブルーレイディスク製品における地位を確立するた

めに、シャープ株式会社との協力体制も視野に入れながら、開発力の強化に注力します。 

　オーディオ事業においては、シェアの向上を目指し、取り組みを強化していきます。 

　また、当社は、“音”に関する新しい試みに取り組みます。既存のビジネスや技術の枠組みにとらわれず

に、人間を取り巻くあらゆる“音”を対象として、当社が有する“音”への専門性に、デザインや文化と

いった要素を組み合わせることで、新たな製品や価値を提案していきます。 

　スピーカー事業においては、車載用や家庭用のスピーカー製品から、携帯電話や薄型テレビ用のスピー

カーユニットまで、開発および生産機能を東北パイオニア株式会社に集約することによって、効率化を図

るとともに、事業の拡大に取り組んでいきます。 

　ＦＡ事業および部品事業においては、これまで培ってきた汎用性の高い技術の応用によって、エレクト

ロニクス業界以外の需要にも対応することで、事業領域と規模の拡大を目指します。特に、自動車関連製
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造装置や精密部品製造装置などのＦＡ機器、半導体などの電子部品の拡大を図ります。 

 

　

　

(4) 研究開発活動

当第２四半期連結会計期間のグループ全体の研究開発活動の金額は、15,400百万円です。当第２四半期

連結会計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はありません。なお、当第２四半期連結会計期

間の研究開発活動の主な成果は次のとおりです。

　・世界初(※)超多層光ディスク技術を開発

当社は、記録容量が25ギガバイトの記録層を16層堆積することで、400ギガバイトもの大容量を実現した

再生専用光ディスクの開発に成功しました。従来、光ディスクの多層化には、再生していない他の記録層

からのノイズが障害となっていました。当社は、このノイズを低減する構造を開発し、各記録層から安定

的に再生信号を読み取ることができる多層光ディスクを実現しました。当技術は、記録型ディスクへも応

用が可能です。当社は、さらなる研究開発を進め、ハードディスクに保存されているデータをそのまま

バックアップできるような大容量光ディスクシステムの実現に貢献していきます。

(※)平成20年10月1日現在、当社調べ
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却

等について、重要な変更ならびに重要な設備計画の完了はありません。また、新たに確定した重要な設備の

新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 400,000,000

計 400,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間末現在

発行数(株)
(平成20年９月30日現在)

提出日現在発行数(株)
(平成20年11月13日現在)

上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式 210,063,836 210,063,836
東京証券取引所
(市場第一部)

―

計 210,063,836 210,063,836 ― ―

(注)　提出日現在発行数には、平成20年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行され

た株式数は含まれていません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

1.　旧商法に基づき発行している新株予約権は、次のとおりです。

　

平成16年６月29日第58回定時株主総会決議

　
第２四半期会計期間末現在
(平成20年９月30日)

新株予約権の数(個) 3,159

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 315,900

新株予約権の行使時の払込金額(円) 2,944

新株予約権の行使期間 平成18年７月３日から平成21年６月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格 2,944

資本組入額 1,472

新株予約権の行使の条件

1.　各新株予約権の一部行使はできないものとする。
2.　新株予約権者は、権利行使の時点においても当社また
は当社子会社に在籍することを要する。ただし、任期
満了による退任、当社または当社の子会社の就業規則
に規定する定年退職、会社都合による退職、その他当
社が特別に新株予約権を行使することを認めた場合
はこの限りでない。

3.　新株予約権者は次の各号のいずれかに該当した場合、
新株予約権を行使することができないものとする。

(イ)新株予約権者が、当社または当社の子会社の就業規
則により懲戒解雇または諭旨解雇の処分を受けた
場合

(ロ)新株予約権者が、当社または当社の関係会社と競業
関係にある会社の役員、従業員またはコンサルタン
トに就き、かつ、当社の取締役会において、当該新株
予約権者に割り当てた新株予約権の行使を認めな
い旨が決議された場合

(ハ)その他、新株予約権者に当社または当社の関係会社
に対する背信行為があったものと認められる場合

(ニ)新株予約権者が、当社との間で締結する新株予約権
割当契約の規定に違反した場合

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するも
のとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―
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平成17年６月29日第59回定時株主総会決議

　
第２四半期会計期間末現在
(平成20年９月30日現在)

新株予約権の数(個) 3,151

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 315,100

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,828

新株予約権の行使期間 平成19年７月２日から平成22年６月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格 1,828

資本組入額 914

新株予約権の行使の条件

1.　各新株予約権の一部行使はできないものとする。
2.　新株予約権者は、権利行使の時点においても当社また
は当社関係会社に在籍することを要する。ただし、任
期満了による退任、当社または当社の関係会社の就業
規則に規定する定年退職、会社都合による退職、その
他当社が特別に新株予約権を行使することを認めた
場合はこの限りでない。

3.　新株予約権者は次の各号のいずれかに該当した場合、
新株予約権を行使することができないものとする。

(イ)新株予約権者が、当社または当社の関係会社の就業
規則により懲戒解雇または諭旨解雇の処分を受け
た場合

(ロ)新株予約権者が、当社または当社の関係会社と競業
関係にある会社の役員、従業員またはコンサルタン
トに就き、かつ、当社の取締役会において、当該新株
予約権者に割り当てた新株予約権の行使を認めな
い旨が決議された場合

(ハ)その他、新株予約権者に当社または当社の関係会社
に対する背信行為があったものと認められる場合

(ニ)新株予約権者が、当社との間で締結する新株予約権
割当契約の規定に違反した場合

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するも
のとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

　

EDINET提出書類

パイオニア株式会社(E01794)

四半期報告書

13/35



2.　旧商法に基づき発行している新株予約権付社債は、次のとおりです。

平成16年２月16日取締役会決議　2011年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

　
第２四半期会計期間末現在
(平成20年９月30日現在)

新株予約権の数(個) 12,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 15,290,288
 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 3,963.3
 

新株予約権の行使期間

平成16年３月19日から平成23年２月18日の営業終了時(行
使請求地時間)までとする。ただし、当社が当社の選択によ
り本社債を繰上償還する場合には、償還日の東京における
３営業日前の日の営業終了時(行使請求地時間)より後、ま
たは、買入消却の場合は、当社が本社債を消却した時また
は当社の子会社が本社債を消却のため当社に交付した時
より後、または、当社が本社債につき期限の利益を喪失し
た場合には、期限の利益の喪失日より後は、それぞれ、新株
予約権を行使することはできないものとする。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格および資本組入額(円)

発行価格 3,963.3

資本組入額 1,982  

新株予約権の行使の条件

1.　各新株予約権の一部行使はできないものとする。
2.　平成18年４月１日より前の期間においては、以下①お
よび②の各期間を除き、新株予約権を行使することが
できない。
①　当社が、新株予約権付社債の所持人に対し、新株予
約権付社債の要項に従い当社の選択による社債の
繰上償還に係る通知を行った場合には、当該通知
日から、償還日の東京における３営業日前の日の
営業終了時(行使請求地時間)までの期間

②　当社が存続会社とならない合併、当社の資産の全部
もしくは実質上全部の譲渡、当社の会社分割(新株
予約権付社債に基づく当社の義務が分割により設
立する会社または分割により営業を承継する会社
に承継される場合に限る。)または当社が他の会社
の完全子会社となる株式交換もしくは株式移転が
行われる場合には、その効力発生の日の30日前の
日(ただし、かかる合併等の承認のための株主総会
における議決権行使につき基準日が設けられた場
合には、当該基準日の30日前の日)から、当該効力
発生の日の東京における３営業日前の日の営業終
了時(行使請求地時間)までの期間

新株予約権の譲渡に関する事項 該当なし。

新株予約権付社債の残高(百万円) 60,600

代用払込みに関する事項

旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号により、本
新株予約権を行使したときは、かかる行使をした者から当
該本新株予約権に係る本社債の全額の償還に代えて当該
本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の
払込がなされたものとする旨の請求があったものとみな
す。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注)　本新株予約権の行使時の払込金額、株式の発行価格および資本組入額は、平成19年12月20日付の30,000千株の新株

式発行に伴う調整後の金額を記載しています。
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(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金
増減額
(百万円)

資本金
残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成20年７月１日～
平成20年９月30日

― 210,063 ― 69,823 ― 102,053

　

(5) 【大株主の状況】

(平成20年９月30日現在)

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

シャープ株式会社 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 30,000 14.28

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
(信託口) 東京都港区浜松町２丁目11番３号 14,651 6.97

日本トラスティ・サービス信託銀行株式
会社(信託口) 東京都中央区晴海１丁目８番11号 11,682 5.56

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 6,490 3.08

日本トラスティ・サービス信託銀行株式
会社(信託口４Ｇ) 東京都中央区晴海１丁目８番11号 4,660 2.21

モルガンホワイトフライヤーズエキュイ
ティディリヴェイティヴ
(常任代理人　株式会社みずほコーポレー
ト銀行兜町証券決済業務室)

アメリカ・デラウェア
(東京都中央区日本橋兜町６番７号) 4,101 1.95

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１丁目１番５号 4,000 1.90

みずほ信託退職給付信託みずほ銀行口
再信託受託者資産管理サービス信託 東京都中央区晴海１丁目８番12号 3,955 1.88

ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリ
ティーズ(ジャパン)リミテッド
(ビー・エヌ・ピー・パリバ証券会社) 東京都千代田区丸の内１丁目９番１号 3,188 1.51

パイオニア従業員持株会 東京都目黒区目黒１丁目４番１号 2,711 1.29

計 ― 85,442 40.67

(注) １. 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)、日

本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口４Ｇ)、みずほ信託退職給付信託みずほ銀行口再信託受託

者資産管理サービス信託の所有株式数は、全て信託業務に係る株式です。

２. 当社は、平成20年９月30日現在、自己株式を5,016千株(株式保有割合2.38%)所有していますが、上記大株主か

らは除外しています。
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３. 大量保有報告書またはその変更報告書により、次のとおり当社の株式を所有している旨の報告を受けていま

すが、当社として当第２四半期会計期間末現在における実質的な所有株式数の確認ができないため、上記大株

主の状況は当第２四半期会計期間末現在の株主名簿に基づき記載しています。なお、次の所有株式数および所

有割合のうち上段の数値は、これらの大量保有報告書等に記載されたものであり、保有潜在株式数を含んでい

ますが、下段(　　)内の数値は、保有潜在株式数を控除した後の所有株式数および各報告義務発生日現在におけ

る発行済株式総数(当社の平成19年12月20日付の新株式発行に伴い、同日以降変更されています)に係る所有

割合を表したものです。

　

氏名又は名称 種別 提出日
報告義務
発生日

所有株式数
(千株)

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

ＵＢＳ証券会社東京支店ほか６社 変更報告書

平成18年 平成18年 5,756 3.19

12月12日 11月30日 (5,333) (2.96)

ドイツ銀行ロンドン支店ほか９社 変更報告書

平成19年 平成18年 6,196 3.43

１月12日 12月31日 (5,835) (3.24)

バークレイズ・グローバル・インベス
ターズ信託銀行株式会社ほか６社 変更報告書

平成19年 平成19年 8,166 4.54

11月16日 11月12日 (8,166) (4.54)

モルガン・スタンレー証券株式会社
ほか６社 変更報告書

平成19年 平成19年 7,568 4.20

12月７日 11月30日 (7,229) (4.01)

ソシエテジェネラルエスアーほか１社 変更報告書

平成20年 平成19年 9,736 4.63

 1月９日 12月31日 (9,736) (4.63)

株式会社みずほ銀行ほか４社 変更報告書

平成20年 平成19年 12,997 6.13

１月10日 12月31日 (11,021)(5.24)

ゴールドマン・サックス証券株式会社
　ほか４社 変更報告書

平成20年 平成20年 10,118 4.82

３月６日 ２月29日 (10,093)(4.80)

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行ほか３社 変更報告書

平成20年 平成20年 16,207 7.72

３月31日 ３月24日 (16,207)(7.72)

野村證券株式会社ほか３社 変更報告書

平成20年 平成20年 8,629 4.06

４月22日 ４月15日 (6,005) (2.85)
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(6) 【議決権の状況】

　

① 【発行済株式】

(平成20年９月30日現在)

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
5,016,300― ―

普通株式
(相互保有株式)

33,900 ― ―
普通株式

完全議決権株式(その他) 普通株式 204,826,5002,048,215 ―

単元未満株式 普通株式 187,136 ― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 210,063,836― ―

総株主の議決権 ― 2,048,215 ―

(注) 1.　「完全議決権株式(その他)」欄および「単元未満株式」欄の株式数には、株式会社証券保管振替機構名義の株

式が、それぞれ5,000株および20株含まれています。なお、議決権の数には、同名義に係る議決権50個が含まれ

ていません。

2.　「単元未満株式」欄の株式数には、自己保有株式10株および東北パイオニア株式会社所有の相互保有株式44株

が含まれています。

　

② 【自己株式等】

(平成20年９月30日現在)

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)

パイオニア株式会社 東京都目黒区
目黒１丁目４番１号

5,016,300― 5,016,3002.38

(相互保有株式)

東北パイオニア株式会社 山形県天童市大字
久野本字日光1105番地

33,900 ― 33,900 0.01

計 ― 5,050,200― 5,050,2002.40

　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別 平成20年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 1,042 1,102 925 917 906 864

最低(円)   895   862 838 787 757 683

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部のものです。
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３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、この四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりで

す。

(1) 新任役員

該当事項はありません。

　

(2) 退任役員

　該当事項はありません。

　

(3) 役職の異動

　

新役名および職名 旧役名および職名 氏名 異動年月日

常務取締役

技術開発本部長兼
開発センター所長・
ＮＭＰ事業開発室
担当

常務取締役
技術開発本部長兼
開発センター所長

こしょうぶ　まさのり
平成20年７月１日

小勝負　雅典

　

　・　平成20年９月20日付で、常務執行役員　佐藤　陽一(技師長兼ホームエンタテインメントビジネスグループ川崎事業

所技術担当）は、退任しました。

　・　平成20年10月1日付で、執行役員　井下　源の委嘱業務は「ホームエンタテインメントビジネスグループ事業企画部

長」から「ホームエンタテインメントビジネスグループ事業企画部長兼オーディオ企画部部長」となりました。

　・　平成20年10月16日付で、常務執行役員　松木　清一郎の委嘱業務は「経営戦略部長」から「経営戦略部長兼情報戦略

部担当・スピーカー事業担当」となりました。

　・　平成20年10月16日付で、常務執行役員　竹内　立男の委嘱業務は「人事部長」から「人事部長兼人材開発センター所

長」となりました。

  ・　平成20年10月30日開催の取締役会において、代表取締役社長　須藤　民彦が平成20年11月15日付で代表取締役社長

を辞任し、平成20年11月16日付で常務取締役　小谷　進が代表取締役社長に就任することを決議しました。須藤　民

彦は、代表取締役社長退任後、取締役となります。

　・　平成20年10月30日開催の取締役会において、平成20年11月16日付で、常務執行役員　猪鼻　治行の委嘱業務を「ホー

ムエンタテインメントビジネスグループ川崎事業所長兼技術統括部長・プロＳＶ事業技術担当・コンポーネン

ツ事業技術担当」から「ホームエンタテインメントビジネスグループ本部長兼川崎事業所長・技術統括部長」

に変更することを決議しました。
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第５ 【経理の状況】

1.　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)附則第４条の規定により、米国において一般

に認められた会計基準による用語、様式および作成方法に準拠して作成しています。ただし、セグメント情

報については、四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しています。

　

2.　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間(平成20年７月１

日から平成20年９月30日まで)および当第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日

まで)に係る四半期連結財務諸表について、監査法人トーマツにより四半期レビューを受けています。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位 百万円)

当第２四半期連結会計期間末

(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

　現金及び現金同等物 72,431 81,180

　受取手形及び売掛金(純額) ※7 87,221 ※7 93,068

　製品 71,025 54,404

　原材料 32,080 27,946

　仕掛品 22,759 21,818

　短期繰延税金資産 18,022 20,254

　前払費用及びその他の流動資産 55,132 50,567

　流動資産合計 358,670 349,237

投資及び長期債権

　長期保有の売却可能有価証券 ※8 24,274 ※8 32,357

　関係会社に対する投資及び貸付金 1,902 2,226

　その他の投資及び長期債権(純額) ※7 1,824 ※7 1,814

　投資及び長期債権合計 28,000 36,397

有形固定資産

　有形固定資産 342,489 357,733

　減価償却累計額 △220,010 △234,981

　有形固定資産合計 122,479 122,752

その他の資産

　のれん 1,824 1,824

　その他の無形固定資産 14,754 15,914

　長期繰延税金資産 30,918 39,915

　その他の資産 14,902 10,077

　その他の資産合計 62,398 67,730

　資産合計 571,547 576,116

「四半期連結財務諸表に対する注記」参照
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(単位 百万円)

当第２四半期連結会計期間末

(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

　短期借入金 ※9 56,562 ※9 14,812

　1年以内返済予定の長期債務 ※9 2,799 ※9 13,672

　買掛金 94,422 86,195

　未払法人税等 5,512 5,601

　未払人件費 15,897 16,346

　未払特許料 12,084 14,002

　未払特別退職金 13,438 －

　その他の未払費用 38,605 39,418

　製品保証引当金 5,095 5,265

　その他の流動負債 20,674 26,696

　流動負債合計 265,088 222,007

固定負債

　長期債務 ※9 68,912 ※9 72,041

　未払年金費用及び退職給付引当金 33,098 30,319

　長期繰延税金負債 239 281

　その他の固定負債 7,913 2,711

　固定負債合計 110,162 105,352

　負債合計 375,250 327,359

偶発債務 ※13 ※13

少数株主持分 1,447 1,362

資本の部

資本金 69,824 69,824

資本剰余金 103,578 103,578

利益剰余金 92,242 145,295

その他の包括損失累計額 △ 59,668 △ 60,178

自己株式 △ 11,126 △ 11,124

資本合計 194,850 247,395

負債、少数株主持分及び資本合計 571,547 576,116

「四半期連結財務諸表に対する注記」参照
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

(単位 百万円)

当第２四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日

　至　平成20年９月30日)

収益

　売上高 326,898

　特許料収入 144

　　営業収入合計 327,042

　受取利息 2,026

　その他 ※10 1,930

　　収益合計 330,998

売上原価及び費用

　売上原価 ※10 261,964

　販売費及び一般管理費 ※10 78,169

　支払利息 1,215

　事業構造改革費用 15,616

　有価証券評価損 8,651

　その他 ※10 2,260

　　売上原価及び費用合計 367,875

税引前四半期損失 △36,877

法人税等

　当期税額 3,831

　法人税等調整額 12,050

　　法人税等合計 15,881

少数株主損益及び持分法による投資損益前損失 △52,758

少数株主損益 △97

持分法による投資損益 △123

四半期純損失 △52,978

　

「四半期連結財務諸表に対する注記」参照
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【第２四半期連結会計期間】

(単位 百万円)
当第２四半期連結会計期間

(自 平成20年７月１日

  至 平成20年９月30日)

収益

　売上高 165,991

　特許料収入 85

　　営業収入合計 166,076

　受取利息 991

　その他 ※10 681

　　収益合計 167,748

売上原価及び費用

　売上原価 ※10 132,945

　販売費及び一般管理費 ※10 40,003

　支払利息 800

　事業構造改革費用 15,616

　有価証券評価損 8,651

　その他 ※10 934

　　売上原価及び費用合計 198,949

税引前四半期損失 △31,201

法人税等

　当期税額 2,171

　法人税等調整額 11,751

　　法人税等合計 13,922

少数株主損益及び持分法による投資損益前損失 △45,123

少数株主損益 △49

持分法による投資損益 △62

四半期純損失 △45,234

　

「四半期連結財務諸表に対する注記」参照
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位 百万円)

当第２四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日 

  至　平成20年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

　四半期純損失 △ 52,978

　営業活動によるキャッシュ(純額)への調整

  　減価償却費及び償却費 13,480

　　少数株主損益 97

　　持分法による投資損益(受取配当金控除後) 137

　　法人税等調整額 12,050

　　退職・年金費用(支払額控除後) △ 325

　　固定資産の除却及び売却損益 △ 541

　　長期性資産の減損 1,445

　　有価証券評価損 8,651

　　売却可能有価証券及びその他の投資の売却損益 △ 68

　　受取手形及び売掛金の減少額 5,215

　　棚卸資産の増加額 △ 23,255

　　前払費用及びその他の流動資産の増加額 △ 4,977

　　買掛金の増加額 7,774

　　未払法人税等の減少額 △ 145

　　未払人件費及びその他の未払費用の増加額 10,974

　　その他 △ 3,176

　営業活動によるキャッシュ・フロー △ 25,642

投資活動によるキャッシュ・フロー

　固定資産の取得による支出 △ 16,170

　その他の資産の取得による支出 △ 331

　固定資産の売却による手取金 1,089

　その他の投資の売却による手取金 70

　売却可能有価証券の売却による手取金 49

　関係会社株式の売却による手取金 68

　貸付金の純増加額 △ 39

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 15,264

財務活動によるキャッシュ・フロー

　リース債務の返済による支出 △ 315

　長期債務の返済による支出 △ 11,610

　短期借入金の純増加額 43,354

　自己株式の取得による支出 △ 4

　自己株式の処分による手取金 2

　配当金の支払額 △ 513

　その他 △ 45

　財務活動によるキャッシュ・フロー 30,869

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,288

現金及び現金同等物の純減少額 △ 8,749

現金及び現金同等物の期首残高 81,180

現金及び現金同等物の四半期末残高 72,431
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四半期連結財務諸表に対する注記

1.　四半期連結財務諸表の用語、様式および作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、米国預託証券の発行等に関して要請されている米国における企業会計処

理の原則および手続ならびに用語、様式および作成方法(会計調査公報、会計原則審議会意見書、財務会計基

準審議会基準書等)に基づいて作成されています。ただし、セグメント情報は、「四半期連結財務諸表の用

語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成し、米国財務会計基準審議

会(以下「ＦＡＳＢ」)基準書(以下、「基準書」)第131号「企業のセグメントおよび関連情報に関する開

示」に基づくセグメント別財務報告は作成していません。

　また、米国会計基準において要求されている開示のうち一部については注記を省略しています。そのうち

主なものは、基準書第157号「公正価値の測定」で要求されている注記、退職給付費用の内訳、および税引前

損失と法人税等との関係に係る注記等です。

　当社がこの四半期連結財務諸表作成のために採用した会計処理の原則および手続ならびに表示方法のう

ち、わが国における一般的な会計処理の原則および手続ならびに表示方法と異なるもので、重要性のあるも

のは次のとおりです。なお、各項目において表示されている影響額は、少数株主損益、持分法による投資損益

および税効果調整前の差異の総額であり、四半期純利益(損失)に対する影響額ではありません。

(1) 少数株主持分

連結貸借対照表上、少数株主持分は負債の部と資本の部の中間に独立項目として表示しています。

(2) 法人税等

法人所得に対する税金については、基準書第109号「法人所得税の会計処理」および基準書第109号の

解釈指針第48号「法人税の不確実性に関する会計処理」に準拠して会計処理しています。

(3) 剰余金の配当

剰余金の配当は、当該連結会計年度に対応する事業年度に係る配当を計上する方法(繰上方式)を採用

しています。

(4) 売却可能有価証券の評価

一部の有価証券売却益は、米国会計慣行に従い収益として認識していません。当該会計処理による当第

２四半期連結累計期間における影響はありません。

(5) 生命保険掛金の評価方法

役員・従業員に対する生命保険掛金については、米国会計慣行に従い、解約返戻金相当額で連結貸借対

照表に計上されています。

(6) 退職年金

従業員の退職給付および年金制度については、基準書第87号「雇用主の年金会計」、基準書第88号「給

付建て年金制度の清算と縮小、退職給付に関する雇用主の会計処理」および基準書第158号「確定給付型

年金制度および、その他の退職後給付制度に関する雇用主の会計処理－基準書第87号、第88号、第106号、

第132号(改)の改訂」を適用しています。当該会計処理による当第２四半期連結累計期間における影響額

は103百万円(益)です。

(7) 包括利益

基準書第130号「包括利益の報告」を適用しています。当基準書は四半期連結財務諸表における開示情

報の追加を要求していますが、財政状態または経営成績に影響を与えるものではありません。

(8) ストック・オプション

役員および従業員に付与されたストック・オプションについては、基準書第123号(平成16年改訂版)「株

式に基づく報酬制度の会計処理」に従い、オプションの公正価値に基づいて費用計上しています。当該会

計処理による当第２四半期連結累計期間における影響はありません。
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2.　継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

　該当事項はありません。

3.　四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

当社グループは、当連結会計年度より基準書第157号「公正価値の測定」を適用しています。適用によ

る当社グループの財政状態および経営成績への重要な影響はありません。

　

4.　会社等の財政または経営の状態等に関する事項で、当該企業集団の財政状態および経営成績の判断に影響

を与えると認められる重要なもの

　該当事項はありません。

　

5.　追加情報

　該当事項はありません。
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6.　キャッシュ・フロー補足情報

当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの補足情報は次のとおりです。

　
(単位 百万円)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年９月30日)

利息 1,449

法人税等 5,962

　

7.　貸倒引当金

平成20年９月30日現在および平成20年３月31日現在における資産の金額から直接控除している貸倒引当

金の金額は次のとおりです。

　

(単位 百万円)

直接控除した資産科目
当第２四半期連結会計期間末
平成20年９月30日現在

前連結会計年度末
平成20年３月31日現在

受取手形及び売掛金 2,277 2,381

その他の投資及び長期債権 109 109

8.　売却可能有価証券

平成20年９月30日現在および平成20年３月31日現在における売却可能有価証券の取得価額、公正価値お

よび未実現損益は次のとおりです。

(単位 百万円)

当第２四半期連結会計期間末
平成20年９月30日現在

前連結会計年度末
平成20年３月31日現在

売却可能有価証券 取得価額 公正価値 未実現損益 取得価額 公正価値 未実現損益

長期保有の市場性ある株式 17,87524,2496,37426,55032,2795,729

長期保有の負債証券 27 25 △2 77 78 1

　　　　計 17,90224,2746,37226,62732,3575,730

　

9.　担保に供されている資産

平成20年９月30日現在および平成20年３月31日現在においてそれぞれ帳簿価額5,905百万円および7,192

百万円の土地および建物を、長期借入金の担保に供しています。

短期および長期の銀行借入金についてはわが国の商慣習に基づき銀行と契約を結んでいます。この契約

は一定の条件において銀行の要求がある場合、担保(または追加担保)を差入れるか保証人を設定すること

を取り決めており、また差入れられた担保は当該銀行に対する全ての債務の担保となし得ることを取り決

めています。当社グループはいずれの借入先の銀行に対しても両建預金を保有していません。
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10.　研究開発費・広告宣伝費およびその他収益・費用

当第２四半期連結累計期間および当第２四半期連結会計期間の研究開発費および広告宣伝費の計上額は

次のとおりです。

(単位 百万円)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
 　至 平成20年９月30日)

売上原価および費用に計上された研究開発費 29,194 15,400

発生時に費用計上された広告宣伝費 5,100 2,725

　

当第２四半期連結累計期間および当第２四半期連結会計期間の収益に含まれるその他の内訳は次のとお

りです。

(単位 百万円)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
  至 平成20年９月30日)

固定資産売却益 789 251

売却可能有価証券およびその他の投資の売却益 68 1

受取配当金 378 80

為替差益 259 36

その他 436 313

　計 1,930 681

　

　

当第２四半期連結累計期間および当第２四半期連結会計期間の売上原価及び費用に含まれるその他の内

訳は次のとおりです。

(単位 百万円)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
至 平成20年９月30日)

固定資産除売却損 248 32

長期性資産の減損 1,445 586

その他 567 316

　計 2,260 934

　

11. デリバティブ取引関係

当社グループは海外においても営業活動を行っており、外国為替相場および金利変動に伴うリスクの

影響を受けます。当社グループはこのようなリスクを回避するために次のようなデリバティブを利用し

ています。当社グループはトレーディング目的のデリバティブ取引は行っていません。

当社グループは特定の売買契約や未締結ながら契約予定の外貨建取引をヘッジする目的で、外国為替

先物予約および通貨オプション契約を締結しています。売建てオプション契約は必ず買建てオプション

契約とともに契約しています。

当社グループのデリバティブ取引には取引相手の契約不履行という信用リスクが存在します。当社グ

ループは、取引相手を大手金融機関に限定し、かつ特定の取引相手への集中を避け、さらに信用度の評価

を頻繁に行うことにより、信用リスクを許容可能な範囲に留めています。当社グループが、金融機関の破

綻により損失を被ることはないと考えています。
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平成20年９月30日現在のデリバティブ取引の契約額等、公正価値および評価損益は次のとおりです。

(単位 百万円)

種類 契約額等 公正価値 評価損益

為替予約取引 18,563 17,693 870

通貨オプション取引 0 0 0

通貨スワップ取引 54,261 △767 △767

計 72,824 ― 103

　

12. １株当たり情報

当第２四半期連結会計期間末および前連結会計年度末の１株当たり純資産、当第２四半期連結累計期間

および当第２四半期連結会計期間の基本的および希薄化後１株当たり四半期純損失は次のとおりです。

1.　１株当たり純資産額

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日現在)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日現在)

950.42円 1,206.71円

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

　

項目
当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日現在)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日現在)

純資産の部の合計額(百万円) 194,850 247,395

普通株式に係る純資産額(百万円) 194,850 247,395

差額の主な内訳(百万円)

　新株予約権 ― ―

　少数株主持分 ― ―

普通株式の発行済株式数(千株) 210,064 210,064

普通株式の自己株式数(千株) 5,050 5,047

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数(千株)

205,014 205,017

　

2.　１株当たり四半期純損失および希薄化後１株当たり四半期純損失金額

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

1株当たり四半期純損失　　　   　　　　△258.41円
希薄化後１株当たり四半期純損失　    　△258.41円

1株当たり四半期純損失　　   　　　　　△220.64円
希薄化後１株当たり四半期純損失　    　△220.64円

　

(注)　１株当たり四半期純損失および希薄化後１株当たり四半期純損失の算定上の基礎

　

項目
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
  至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
  至　平成20年９月30日)

四半期純損失金額(百万円) △52,978 △45,234

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純損失金額(百万円) △52,978 △45,234

普通株式の期中平均株式数(千株) 205,016 205,015

希薄化効果を有しないため、希薄化後１株当たり四半期
純損失の算定に含まれなかった潜在株式について前連
結会計年度末から重要な変動がある場合の概要

― ―
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13. 偶発債務

該当事項はありません。

　

14. 株式に基づく報酬制度

当社は取締役、執行役員および従業員の一部に対するインセンティブとしてストック・オプションプラ

ンを有しています。

当社は平成16年６月29日および平成17年６月29日開催の定時株主総会における決議に基づき、当社およ

び当社子会社の取締役、執行役員および従業員の一部に対して新株予約権を付与しました。これらのストッ

ク・オプションは付与日から２年後に行使可能となり、行使可能期間は３年間となっています。当社はス

トック・オプションの公正価値を当該報酬の一部として処理しています。

当社のストック・オプションプランの概要は次のとおりです。

(単位 円)

実施年度 プラン 行使可能期間
加重平均
行使価格

付与日における
加重平均株価

株式数
(千株)

平成16年度 ストック・オプション 平成18年７月３日～平成21年６月30日 2,944 2,660 316

平成17年度 ストック・オプション 平成19年７月２日～平成22年６月30日 1,828 1,658 315

　

当第２四半期連結会計期間において、販売費及び一般管理費に計上したストック・オプションによる報

酬はありません。当社のストック・オプションプランの詳細については「第４ 提出会社の状況」の「１ 

株式等の状況」の「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。

　

EDINET提出書類

パイオニア株式会社(E01794)

四半期報告書

30/35



15. セグメント情報

1.　事業の種類別セグメント情報

当第２四半期連結会計期間および当第２四半期連結累計期間の事業の種類別セグメント情報は次のと

おりです。

　

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日) 　　　(単位 百万円)

カーエレク
トロニクス

ホーム
エレクトロ
ニクス

その他 計
消去又は
全社

連結

営業収入

(1) 外部顧客に対するもの 85,546 62,589 17,941166,076  ― 166,076

(2) セグメント間の
　　内部取引

473 169 8,095 8,737 (8,737) ―

計 86,019 62,758 26,036174,813(8,737)166,076

営業費用 84,947 69,711 25,593180,251(7,303)172,948

営業利益(△損失) 1,072△ 6,953 443 △ 5,438 (1,434)△ 6,872

　　　当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日) 　　　(単位 百万円)

カーエレク
トロニクス

ホーム
エレクトロ
ニクス

その他 計
消去又は
全社

連結

営業収入

(1) 外部顧客に対するもの 173,641119,93233,469327,042 ― 327,042

(2) セグメント間の
　　内部取引

942 282 16,565 17,789(17,789) ―

計 174,583120,21450,034344,831(17,789)327,042

営業費用 171,807134,56149,855356,223(16,090)340,133

営業利益(△損失) 2,776△ 14,347 179 △11,392 (1,699)△13,091

　
(注) 1.　営業利益(△損失)は、営業収入から売上原価および販売費及び一般管理費を控除した金額です。

2.　従来は、「特許関連事業」を独立セグメントとして区分していましたが、当該事業の連結業績に対する重要性

が低下したことにより、第１四半期連結会計期間から「その他事業」セグメントに含めています。

3.　各セグメントにおける主要な製品は次のとおりです。

「カーエレクトロニクス事業」

カーナビゲーションシステム、カーステレオ、カーＡＶシステム、カースピーカー

「ホームエレクトロニクス事業」

プラズマディスプレイ、液晶テレビ、ＤＶＤレコーダー、ＤＶＤプレーヤー、ＤＶＤドライブ、

ブルーレイディスクプレーヤー、ブルーレイディスクドライブ、オーディオシステム、

オーディオコンポーネント、ＤＪ機器、ＣＡＴＶ関連機器

「その他事業」

有機ＥＬディスプレイ、ＦＡ機器、スピーカーユニット、電子部品、電話機、ＡＶアクセサリー、

業務用ＡＶシステム、光ディスク関連特許の使用許諾

4.　当第２四半期連結会計期間および当第２四半期連結累計期間の消去又は全社の項目に含まれる配賦不能営業

費用の金額はそれぞれ1,408百万円、1,557百万円です。
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2.　所在地別セグメント情報

当第２四半期連結会計期間および当第２四半期連結累計期間の所在地別セグメント情報は次のとおり

です。

　

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日) (単位 百万円)

日本 北米 欧州
その他の
地域

計
消去又は
全社

連結

営業収入

(1) 外部顧客に対するもの 57,99834,49234,98438,602166,076 ― 166,076

(2) セグメント間の
　　内部取引

76,0961,452 92 55,246132,886(132,886)―

計 134,09435,94435,07693,848298,962(132,886)166,076

営業費用 142,30536,31035,72991,087305,431(132,483)172,948

営業利益(△損失) △8,211 △366 △653 2,761△6,469 (403)△6,872

　　　当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日) (単位 百万円)

日本 北米 欧州
その他の
地域

計
消去又は
全社

連結

営業収入

(1) 外部顧客に対するもの 125,12465,20763,70873,003327,042 ― 327,042

(2) セグメント間の
　　内部取引

144,2102,592 181 107,183254,166(254,166)―

計 269,33467,79963,889180,186581,208(254,166)327,042

営業費用 283,79168,33967,139174,288593,557(253,424)340,133

営業利益(△損失) △14,457△540 △3,250 5,898△12,349 (742)△13,091

　
(注) 1.　所在地セグメント情報は、当社および連結子会社の所在地に基づいて表示しています。

2.　営業利益(△損失)は、営業収入から売上原価および販売費及び一般管理費を控除した金額です。

3.　地域区分の決定に当たっては、地理的近接度、販売市場の類似性を考慮し、日本、北米、欧州、その他の地域の４

区分としています。

4.　日本以外の区分に属する主な国または地域は次のとおりです。

(1) 北米………………………米国、カナダ

(2) 欧州………………………フランス、ドイツ、イギリス、イタリア、スペイン、ベルギー、ロシア

(3) その他の地域……………アジア、オセアニア、中南米

5.　当第２四半期連結会計期間および当第２四半期連結累計期間の消去又は全社の項目に含まれる配賦不能営業

費用の金額はそれぞれ1,408百万円、1,557百万円です。
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3.　海外営業収入

当第２四半期連結会計期間および当第２四半期連結累計期間の海外営業収入は次のとおりです。

　

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)
 (単位 百万円)

北米 欧州 その他の地域 計

(1) 海外営業収入 34,574 35,417 50,242 120,233

(2) 連結営業収入 166,076

(3) 連結営業収入に占める
　　海外営業収入の割合(％)

20.8 21.3 30.3 72.4

　　　当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)
(単位 百万円)

北米 欧州 その他の地域 計

(1) 海外営業収入 65,346 64,150 99,814 229,310

(2) 連結営業収入 327,042

(3) 連結営業収入に占める
　　海外営業収入の割合(％)

20.0 19.6 30.5 70.1

　

(注) 1.　海外営業収入は、外部顧客の所在地に基づいて表示しています。

2.　地域区分の決定に当たっては、地理的近接度、販売市場の類似性を考慮し、北米、欧州、その他の地域の３区分と

しています。

3.　各区分に属する主な国または地域は次のとおりです。

(1) 北米………………………米国、カナダ

(2) 欧州………………………フランス、ドイツ、イギリス、イタリア、スペイン、ベルギー、ロシア

(3) その他の地域……………アジア、オセアニア、中南米

　

16. 重要な後発事象

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　　　　

　

平成２０年１１月１１日

パ　イ　オ　ニ　ア　株　式　会　社

　　取　　締　　役　　会　 　御中

　

　

監査法人　ト　ー　マ　ツ

　

指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士 松　　宮　　俊　　彦　　

　

指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士 廣　　川　　英　　資　　

　

指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士 原　　田　　誠　　司　　

　

指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士 築　　出　　喜　　和

　

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているパ

イオニア株式会社の平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの連結会計年度の第２四半期連結会

計期間（平成２０年７月１日から平成２０年９月３０日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成２０年４

月１日から平成２０年９月３０日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半

期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期

連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、米国において一般に公正妥

当と認められる企業会計の基準（四半期連結財務諸表注記１参照）に準拠して、パイオニア株式会社及び連

結子会社の平成２０年９月３０日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２

四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示し

ていないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。ただし、四半期連結財務諸表注記

１に記載のとおり、セグメント情報については、米国財務会計基準審議会基準書第１３１号にかえて、「四半

期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成１９年内閣府令第６４号）第１５条に準拠

して作成されている。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 (注)　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書

提出会社)が別途保管しています。
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